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通帳記号
（６桁目がある場合は‘の’欄へ）

通帳番号（右づめ）

の

種目コード 166（新規） 　　　　　　　　　　契約種別コード 別記
払込先加入者名 茨城県久慈郡大子町（1～14税目該当）

種別 普通 当座 納税準備 払込先口座番号 00300－2－339（1～14税目該当）

口座番号（右づめ）
払込先加入者名 大子町水道事業企業出納員（15・16税目該当）
払込先口座番号 00340－7－33813（15・16税目該当）

口
座
名
義
人

住所
　〒　　　　　　　　 届出印

フリガナ

氏名

上記の私名義の預金口座から次のとおり口座振替を申込みます。

金融機関
コード

店舗
コード

納
税
・
納
入
義
務
者

住所

　〒　　　　　　　　電話　　　　　　　 フリガナ

氏名

相続未登記分
所有者名

※１
　亡

共有分
所有者名

※２

水道料金のお客様番号 ※３ ー

※１．２　固定資産税の相続未登記分や共有分を依頼する場合は、その所有者名を記入してください。
※３　　 水道料金の口座振替を希望する場合は、お客様番号を記入してください。

税目等・納付方法・開始等の時期（依頼する税目等の番号及び納付方法を〇で囲んでください。）

・振替（払込）日は各税目等の納期限とします（土・日・祝日の場合は翌営業日）。

【確約事項】（ゆうちょ銀行を除く）
１預金の支払手続については当座勘定又は預金規定にかかわらず当座小切手の振り出し又は預金通帳及び預金払戻請求書の提出などいたし

ませんから貴店所定の方法で処理してください。
２領収書は預貯金通帳への記帳により省略しても差し支えありません。なお、必要な場合は町へ申し出します。
３指定預金残高が振替日において、納付書の金額に満たないときは、私及び納入義務者に通知することなく、この契約を取り消しされても

異議ありません。
４この口座振替契約は、貴店が必要と認めたときは、私及び納入義務者に通知することなく、解除されても異議ありません。
５この取扱いについて、仮に紛議が生じても貴店の責による場合を除き、貴店に迷惑をかけません。

※ゆうちょ銀行をご指定の場合は、自動払込み規定が適用されます。　　　　　（受付店日附印、印鑑照合及び検印の欄は、ゆうちょ銀行を除く。）

税目等 契約種別
コード 納付方法 税目等 契約種別

コード 納付方法

１  町県民税（普通徴収分） 35 期別・前納 ９  町営墓地管理料 30 全納

２  固定資産税 35 期別・前納 １０  ごみ処理手数料 30 期別・前納

３  軽自動車税 35 全納 １１  厨芥類処理手数料 30 毎月・前納

４  国民健康保険税 35 期別・前納 １２  浄化槽清掃手数料 30 随時

５  介護保険料 28 期別・前納 １３  し尿処理手数料 30 随時

６  後期高齢者医療保険料 30 期別・前納 １４  幼稚園授業料 30 毎月

７  保育所保育料 30 毎月 １５  町営浄化槽使用料 30 期別

８  町営住宅家賃 25 毎月 16  水道料金 22 期別
注）・期別…各納期限ごとに期別の金額を振替（払込）します（残高不足の場合は、翌月の１５日ごろに再振替（再払込）します。ただし、水道料金は毎月5日になります。）。

　  ・前納…1期の納期限に全期分の金額を振替（払込）します（前納で依頼されても、最初の年度は申込月により期別振替（払込）になる場合があります。）。

振替（払込）開始　の時期 　　　□依頼日の翌月末分から □令和　　年　　月末分から（依頼日の翌月末以降から指定できます。）

金
融
機
関
使
用
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受付店日附印 印鑑照合 検印 不備返却事由

１  預金取引なし
２  記載事項等の相違（店舗，預金種目，口座名義）
３  印鑑相違
４  その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

「不備返却先」〒319-3521茨城県久慈郡大子町大字北田気６６２番地　大子町役場税務課収納対策室（℡０２９５－７２－１１１６）

大子町町税等預金口座振替依頼書
　　　 （自動払込利用申込書）

ダウンロード専用

 
※この依頼書は、大子町役場へ郵送又は直接持参する場合にのみ利用することができます。
※金融機関や、ゆうちょ銀行・郵便局の窓口では受付できません。

 
取扱金融機関　御中 

収・加

承認番号YKD00128

zeimu11
楕円

zeimu11
楕円


